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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　静電紡糸法により、互いに同一のまたは異なる方向にそれぞれ延在する繊維同士が重畳
してなる繊維状構造体を含む多孔質層を形成する工程と、
　前記繊維状構造体に非泳動粒子を添加し、分散させる工程と
　を含み、
　表面張力の異なる複数種類の高分子材料を使用することにより、前記繊維同士の各接点
の少なくとも一部にそれらの繊維同士が連結されてなる架橋部を形成する
　電気泳動素子の製造方法。
【請求項２】
　前記非泳動粒子を前記繊維状構造体に添加する前に、前記繊維状構造体を構成する主た
る高分子材料よりも表面張力の大きな高分子材料により、前記非泳動粒子をコーティング
する工程を更に含む
　請求項１に記載の電気泳動素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、絶縁性液体中に複数の電気泳動粒子を含む電気泳動素子の製造方法に関する
。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、携帯電話機または携帯情報端末などに代表されるモバイル機器の普及に伴い、低
消費電力で高品位画質の表示装置（ディスプレイ）に関する需要が高まっている。中でも
、最近では、電子書籍の配信事業の誕生により、文字情報を長時間読むことを目的とした
読書用途の携帯情報端末（電子書籍端末）が注目されているため、その用途に適した表示
品位を有するディスプレイが望まれている。
【０００３】
　読書用途のディスプレイとしては、コレステリック液晶ディスプレイ、電子泳動型ディ
スプレイ、電気酸化還元型ディスプレイまたはツイストボール型ディスプレイなどが提案
されているが、中でも、反射型ディスプレイが好ましい。紙と同様に外光の反射（散乱）
を利用して明表示するため、紙に近い表示品位が得られるからである。また、バックライ
トが不要であるため、消費電力が低くなる。
【０００４】
　反射型ディスプレイの有力候補は、電気泳動現象を利用してコントラストを生じさせる
電気泳動型ディスプレイである。低消費電力であると共に高速応答性に優れているからで
ある。そこで、電気泳動型ディスプレイの表示方法について、さまざまな検討がなされて
いる。
【０００５】
　具体的には、絶縁性液体中に光学的反射特性が異なる２種類の荷電粒子を分散して、電
界に応じて荷電粒子を移動させる方法が提案されている（例えば、特許文献１，２参照）
。この方法では、２種類の荷電粒子が反対の極性を有しているため、電界に応じて荷電粒
子の分布状態が変化する。
【０００６】
　また、絶縁性液体中に多孔質層を配置すると共に荷電粒子を分散させて、電界に応じて
多孔質層の細孔を経由して荷電粒子を移動させる方法が提案されている（例えば、特許文
献３～６参照。）。この方法では、多孔質層として、レーザを用いた穴開け加工により細
孔が形成された高分子フィルム、合成繊維などにより編まれた布、または連泡多孔性高分
子などが用いられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特公昭５０－０１５１１５号公報
【特許文献２】特許第４１８８０９１号明細書
【特許文献３】特開２００５－１０７１４６号公報
【特許文献４】特公昭５０－０１５１２０号公報
【特許文献５】特開２００５－１２８１４３号公報
【特許文献６】特開２００２－２４４１６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　電気泳動型ディスプレイについてさまざまな表示方法が提案されているにもかかわらず
、その表示品位は未だ十分であるとは言えない。今後のカラー化および動画表示などへの
展開を考えると、さらなるコントラストおよび応答速度の向上が必要である。
【０００９】
　本技術はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、高コントラストおよび高
速応答を実現可能な電気泳動素子の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本技術の電気泳動素子の製造方法は、静電紡糸法により、互いに同一のまたは異なる方
向にそれぞれ延在する繊維同士が重畳してなる繊維状構造体を含む多孔質層を形成する工
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程と、繊維状構造体に非泳動粒子を添加し、分散させる工程とを含み、表面張力の異なる
複数種類の高分子材料を使用することにより、繊維同士の各接点の少なくとも一部にそれ
らの繊維同士が連結されてなる架橋部を形成する。
【００１３】
　本技術の電気泳動素子の製造方法では、多孔質層を構成する繊維状構造体が、繊維同士
の接点に所定の架橋部を含んで形成されることにより、電気泳動粒子の移動路が確保され
つつ多孔質層における光散乱効率が向上する。
【発明の効果】
【００１４】
　本技術の電気泳動素子の製造方法によれば、多孔質層を構成する繊維状構造体が、繊維
同士の接点に所定の架橋部を含んで形成されるようにしたので、電気泳動粒子の移動路を
確保しつつ多孔質層における光散乱効率を高めることができる。よって、高コントラスト
および高速応答を実現可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本技術の一実施の形態の電気泳動素子の構成を表す平面図である。
【図２】電気泳動素子の構成を表す断面図である。
【図３】架橋部の一例を表す模式図である。
【図４】図１に示した電気泳動素子の製造工程を表す流れ図である。
【図５】本技術の一実施の形態の電気泳動素子を用いた表示装置の構成を表す断面図であ
る。
【図６】表示装置の動作を説明するための断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本技術の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、説明する
順序は、下記の通りである。
　１．実施の形態
　　１－１．全体構成
　　１－２．多孔質層の形成方法
　２．適用例
　３．実験例
【００１７】
＜１．電気泳動素子＞
　図１および図２は、それぞれ本技術の一実施の形態の電気泳動素子の平面構成および断
面構成を表したものである。この電気泳動素子は、電気泳動現象を利用してコントラスト
を生じさせるものであり、例えば、表示装置などの多様な電子機器に適用される。この電
気泳動素子は、絶縁性液体１中に極性を有する複数の電気泳動粒子１０と、多孔質層２０
とを含んでいる。本実施の形態では、多孔質層２０は繊維状構造体２１と、非泳動粒子２
２とを含み、非泳動粒子２２は繊維状構造体２１中に所定の範囲内で分散している。
【００１８】
１－１．全体構成
［絶縁性液体］
　絶縁性液体１は、例えば、有機溶媒のいずれか１種類または２種類以上であり、具体的
にはパラフィンまたはイソパラフィンなどである。この絶縁性液体１の粘度および屈折率
はできるだけ低いことが好ましい。電気泳動粒子１０の移動性（応答速度）が向上すると
共に、それに応じて電気泳動粒子１０を移動させるために必要なエネルギー（消費電力）
が低くなるからである。また、絶縁性液体１の屈折率と多孔質層２０の屈折率との差が大
きくなるため、その多孔質層２０の反射率が高くなるからである。
【００１９】
　なお、絶縁性液体１は、必要に応じて、各種材料を含んでいてもよい。このような材料
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は、例えば、着色剤、電荷制御剤、分散安定剤、粘度調製剤、界面活性剤または樹脂など
である。
【００２０】
［電気泳動粒子］
　電気泳動粒子１０は、絶縁性液体１中に分散された荷電粒子であり、電界に応じて多孔
質層２０を経由して移動可能になっている。この電気泳動粒子１０は、例えば、有機顔料
、無機顔料、染料、炭素材料、金属材料、金属酸化物、ガラスまたは高分子材料（樹脂）
などの粒子（粉末）のいずれか１種類または２種類以上である。また、電気泳動粒子１０
は、上記した粒子を含む樹脂固形分の粉砕粒子またはカプセル粒子などでもよい。なお、
炭素材料、金属材料、金属酸化物、ガラスまたは高分子材料に該当する材料は、有機顔料
、無機顔料または染料に該当する材料から除かれることとする。
【００２１】
　有機顔料は、例えば、アゾ系顔料、メタルコンプレックスアゾ系顔料、ポリ縮合アゾ系
顔料、フラバンスロン系顔料、ベンズイミダゾロン系顔料、フタロシアニン系顔料、キナ
クリドン系顔料、アントラキノン系顔料、ペリレン系顔料、ペリノン系顔料、アントラピ
リジン系顔料、ピランスロン系顔料、ジオキサジン系顔料、チオインジゴ系顔料、イソイ
ンドリノン系顔料、キノフタロン系顔料またはインダンスレン系顔料などである。無機顔
料は、例えば、亜鉛華、アンチモン白、カーボンブラック、鉄黒、硼化チタン、ベンガラ
、マピコエロー、鉛丹、カドミウムエロー、硫化亜鉛、リトポン、硫化バリウム、セレン
化カドミウム、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、クロム酸鉛、硫酸鉛、炭酸バリウム、鉛
白またはアルミナホワイトなどである。染料は、例えば、ニグロシン系染料、アゾ系染料
、フタロシアニン系染料、キノフタロン系染料、アントラキノン系染料またはメチン系染
料などである。炭素材料は、例えば、カーボンブラックなどである。金属材料は、例えば
、金、銀または銅などである。金属酸化物は、例えば、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化ジル
コニウム、チタン酸バリウム、チタン酸カリウム、銅－クロム酸化物、銅－マンガン酸化
物、銅－鉄－マンガン酸化物、銅－クロム－マンガン酸化物または銅－鉄－クロム酸化物
などである。高分子材料は、例えば、可視光領域に光吸収域を有する官能基が導入された
高分子化合物などである。このように可視光領域に光吸収域を有する高分子化合物であれ
ば、その種類は特に限定されない。
【００２２】
　絶縁性液体１中における電気泳動粒子１０の含有量（濃度）は、特に限定されないが、
例えば、０．１重量％～１０重量％である。電気泳動粒子１０の遮蔽性および移動性が確
保されるからである。この場合には、０．１重量％よりも少ないと、電気泳動粒子１０が
多孔質層２０を遮蔽（隠蔽）しにくくなる可能性がある。一方、１０重量％よりも多いと
、電気泳動粒子１０の分散性が低下するため、その電気泳動粒子１０が泳動しにくくなり
、場合によっては凝集する可能性がある。
【００２３】
　この電気泳動粒子１０は、任意の光学的反射特性（反射率）を有している。電気泳動粒
子１０の光学的反射特性は、特に限定されないが、少なくとも電気泳動粒子１０は多孔質
層２０を遮蔽可能であることが好ましい。電気泳動粒子１０の光学的反射特性と多孔質層
２０の光学的反射特性との違いにより、コントラストを生じさせるためである。
【００２４】
　ここで、電気泳動粒子１０の具体的な形成材料は、コントラストを生じさせるために電
気泳動粒子１０が担う役割に応じて選択される。具体的には、電気泳動粒子１０が明表示
する場合の材料は、例えば、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化ジルコニウム、チタン酸バリウ
ム、硫酸バリウムまたはチタン酸カリウムなどの金属酸化物もしくはメラミン、ベンゾグ
ナアミンなどの有機球状粒子である。一方、電気泳動粒子１０が暗表示する場合の材料は
、例えば、炭素材料または金属酸化物などである。炭素材料は、例えば、カーボンブラッ
クなどであり、金属酸化物は、例えば、銅－クロム酸化物、銅－マンガン酸化物、銅－鉄
－マンガン酸化物、銅－クロム－マンガン酸化物または銅－鉄－クロム酸化物などである
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。中でも、炭素材料が好ましい。優れた化学的安定性、移動性および光吸収性が得られる
からである。
【００２５】
　電気泳動粒子１０が明表示する場合には、外部から電気泳動素子を見たときに視認され
る電気泳動粒子１０の色は、コントラストを生じさせることができれば特に限定されない
が、中でも白色に近い色が好ましく、白色がより好ましい。一方、電気泳動粒子１０が暗
表示する場合には、外部から電気泳動素子を見たときに視認される電気泳動粒子１０の色
はコントラストを生じさせることができれば特に限定されないが、中でも黒色に近い色が
好ましく、黒色がより好ましい。いずれの場合においても、コントラストが高くなるから
である。
【００２６】
　なお、電気泳動粒子１０は、絶縁性液体１中において長期間に渡って分散および帯電し
やすいと共に多孔質層２０に吸着しにくいことが好ましい。このため、静電反発により電
気泳動粒子１０を分散させるために分散剤（または電荷調整剤）を用いたり、電気泳動粒
子１０に表面処理を施してもよく、両者を併用してもよい。
【００２７】
　分散剤は、例えば、Lubrizol社製のSolsperse シリーズ、BYK-Chemie社製のBYK シリー
ズまたはAnti-Terra シリーズ、あるいはICI Americas 社製Spanシリーズなどである。
【００２８】
　表面処理は、例えば、ロジン処理、界面活性剤処理、顔料誘導体処理、カップリング剤
処理、グラフト重合処理またはマイクロカプセル化処理などである。中でも、グラフト重
合処理、マイクロカプセル化処理またはそれらの組み合わせが好ましい。長期間の分散安
定性などが得られるからである。
【００２９】
　表面処理用の材料は、例えば、電気泳動粒子１０の表面に吸着可能な官能基と重合性官
能基とを有する材料（吸着性材料）などである。吸着可能な官能基の種類は、電気泳動粒
子１０の形成材料に応じて決定される。一例を挙げると、カーボンブラックなどの炭素材
料に対しては４－ビニルアニリンなどのアニリン誘導体であり、金属酸化物に対してはメ
タクリル酸３－（トリメトキシシリル）プロピルなどのオルガノシラン誘導体である。重
合性官能基は、例えば、ビニル基、アクリル基、メタクリル基などである。
【００３０】
　また、表面処理用の材料は、例えば、重合性官能基が導入された電気泳動粒子１０の表
面にグラフト可能な材料（グラフト性材料）である。このグラフト性材料は重合性官能基
と、絶縁性液体１中に分散可能であると共に立体障害により分散性を保持可能な分散用官
能基とを有していることが好ましい。重合性官能基の種類は吸着性材料について説明した
場合と同様である。分散用官能基は、例えば、絶縁性液体１がパラフィンである場合には
分岐状のアルキル基などである。グラフト性材料を重合およびグラフトさせるためには、
例えば、アゾビスイソブチロニトリル（ＡＩＢＮ）などの重合開始剤を用いればよい。
【００３１】
　参考までに、上記したように絶縁性液体１中に電気泳動粒子１０を分散させる方法の詳
細については、「超微粒子の分散技術とその評価～表面処理・微粉砕と気中／液中／高分
子中の分散安定化～（サイエンス＆テクノロジー社）」などの書籍に掲載されている。
【００３２】
［多孔質層］
　多孔質層２０は、繊維状構造体２１により形成された３次元立体構造物であり、この３
次元立体構造により形成された複数の細孔２３を有している。繊維状構造体２１には、複
数の非泳動粒子２２が含まれており、即ち、複数の非泳動粒子２２は、繊維状構造体２１
により保持されている。３次元立体構造物である多孔質層２０では、繊維状構造体２１が
互いに同一のまたは異なる方向（任意の方向）に延在する繊維２１０同士が重畳してなる
。繊維状構造体２１では、これらの繊維２１０同士がランダムに絡み合っていてもよいし



(6) JP 5880295 B2 2016.3.8

10

20

30

40

50

、繊維２１０同士が集合してランダムに重なっていてもよいし、双方が混在していてもよ
い。繊維状構造体２１が複数の場合、各繊維状構造体２１は、１または２以上の非泳動粒
子２２を保持している。なお、図２では、複数の繊維状構造体２１により多孔質層２０が
形成されている場合を示している。
【００３３】
　多孔質層２０が繊維状構造体２１により形成された３次元立体構造物であるのは、光（
外光）が乱反射（多重散乱）するため、多孔質層２０の反射率が高くなると共に、その高
い反射率を得るための多孔質層２０の厚さが薄くて済むからである。これにより、電気泳
動素子のコントラストが高くなると共に、電気泳動粒子１０を移動させるために必要なエ
ネルギーが低くなる。また、細孔２３の平均孔径が大きくなると共に数が多くなるため、
電気泳動粒子１０が細孔２３を経由して移動しやすくなるからである。これにより、応答
速度が速くなると共に、電気泳動粒子１０を移動させるために必要なエネルギーがより低
くなる。
【００３４】
　繊維状構造体２１（繊維２１０）は、繊維径（直径）に対して長さが十分に大きい繊維
状物質である。この繊維状構造体２１は、例えば、高分子材料または無機材料などのいず
れか１種類または２種類以上であり、他の材料でもよい。高分子材料は、例えば、ナイロ
ン、ポリ乳酸、ポリアミド、ポリイミド、ポリエチレンテレフタレート、ポリアクリロニ
トリル、ポリエチレンオキシド、ポリビニルカルバゾール、ポリビニルクロライド、ポリ
ウレタン、ポリスチレン、ポリビニルアルコール、ポリサルフォン、ポリビニルピロリド
ン、ポリビニリデンフロリド、ポリヘキサフルオロプロピレン、セルロースアセテート、
コラーゲン、ゼラチン、キトサンまたはそれらのコポリマーなどである。無機材料は、例
えば、酸化チタンなどである。中でも、繊維状構造体２１の形成材料としては、高分子材
料が好ましい。反応性（光反応性など）が低い、即ち化学的に安定であるため、繊維状構
造体２１の意図しない分解反応が抑制されるからである。なお、繊維状構造体２１が高反
応性の材料により形成される場合には、その繊維状構造体２１の表面は任意の保護層（図
示せず）により被覆されることが好ましい。
【００３５】
　繊維状構造体２１における繊維２１０の形状（外観）は、上記したように繊維径に対し
て長さが十分に大きい細長い形状であれば、特に限定されない。具体的には、直線状でも
よいし、縮れていたり、途中で折れ曲がっていてもよい。この繊維状構造体２１の形成方
法は、特に限定されないが、例えば、相分離法、相反転法、静電（電界）紡糸法、溶融紡
糸法、湿式紡糸法、乾式紡糸法、ゲル紡糸法、ゾルゲル法またはスプレー塗布法などであ
ることが好ましい。繊維径に対して長さが十分に大きい繊維状物質を容易かつ安定に形成
しやすいからである。
【００３６】
　繊維状構造体２１の繊維径は特に限定されないが、できるだけ小さいことが好ましい。
光が乱反射しやすくなると共に、細孔２３の孔径が大きくなるからである。ただし、繊維
状構造体２１が後述する非泳動粒子２２を保持できるように決定される必要がある。この
ため、繊維状構造体２１の繊維径は、５０ｎｍ以上２０００ｎｍ以下であることが好まし
い。また、その平均繊維径は、１０μｍ以下であることが好ましい。なお、平均繊維径の
下限は、特に限定されないが、例えば、０．１μｍであり、それ以下でもよい。この繊維
径および平均繊維径は、例えば、走査型電子顕微鏡などを用いた顕微鏡観察により測定さ
れる。なお、繊維状構造体２１の平均長さは任意でよい。
【００３７】
　特に、繊維状構造体２１はナノファイバーであることが好ましい。光が乱反射しやすく
なるため多孔質層２０の反射率がより高くなると共に、単位体積中に占める細孔２３の割
合が大きくなるため、電気泳動粒子１０が細孔２３を経由して移動しやすくなるからであ
る。これにより、コントラストがより高くなると共に、電気泳動粒子１０を移動させるた
めに必要なエネルギーがより低くなる。ナノファイバーとは、繊維径が０．００１μｍ～
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０．１μｍであると共に長さが繊維径の１００倍以上である繊維状物質である。ナノファ
イバーである繊維状構造体２１は、静電紡糸法により形成されていることが好ましい。繊
維径が小さい繊維状構造体２１を容易かつ安定に形成しやすいからである。
【００３８】
　この繊維状構造体２１は、電気泳動粒子１０とは異なる光学的反射特性を有しているこ
とが好ましい。具体的には、繊維状構造体２１の光学的反射特性は、特に限定されないが
、少なくとも多孔質層２０全体は電気泳動粒子１０を遮蔽可能であることが好ましい。上
述したように、電気泳動粒子１０の光学的反射特性と多孔質層２０の光学的反射特性との
違いにより、コントラストを生じさせるためである。このため、絶縁性液体１中において
光透過性（無色透明）の繊維状構造体２１は好ましくない。ただし、繊維状構造体２１の
光学的反射特性が多孔質層２０の光学的反射特性にほとんど影響を及ぼさず、その多孔質
層２０の光学的反射特性が実質的に非泳動粒子２２の光学的反射特性により決定される場
合には、繊維状構造体２１の光学的反射特性は任意でよい。
【００３９】
　本実施の形態では、上記のような繊維状構造体２１が、その一部に架橋部２１ａを有し
ている。上述したように、繊維状構造体２１は、任意の方向に延在する繊維２１０同士が
重畳して形成されたものであるが、架橋部２１ａは、それらの繊維２１０同士の接点のう
ちの少なくとも一部に設けられ、繊維２１０同士が連結（一体化、癒着）した部分である
。詳細には、架橋部２１ａは、繊維２１０同士の交差箇所または隣接箇所において、繊維
２１０同士の区別がつかない状態となっている部分である。
【００４０】
　図３（Ａ）～（Ｃ）に、このような架橋部２１ａの一例を模式的に示す。架橋部２１ａ
は、図３（Ａ）に示したように、交差する２本の（互いに異なる２つの方向にそれぞれ延
在する）繊維２１０同士の交差箇所に設けられている。また、図３（Ｂ）に示したように
、３本以上（ここでは３本）の繊維２１０同士の交差箇所に設けられていてもよい。ある
いは、図３（Ｃ）に示したように、交差箇所に限らず、ＸＹ平面内における２本の繊維２
１０同士の隣接箇所に設けられていてもよい。更に、図３（Ｄ）に示したように、架橋部
２１ａが、Ｙ字形状の分岐点を構成していてもよい。このように、架橋部２１ａは、ＸＹ
平面内において例えば繊維２１０の分岐点を構成している。
【００４１】
　繊維状構造体２１において、架橋部２１ａを形成する手法としては、詳細は後述するが
、繊維状構造体２１の構成材料として複数種類の高分子材料を使用する手法が挙げられる
。これにより、繊維化速度に差（ばらつき）が生じ、一部の繊維が部分的に付着し、繊維
２１０同士を連結させる架橋部２１ａが形成される。架橋部２１ａを形成する手法として
は、これ以外にも、例えば高分子材料を複数種あるいは沸点の高い溶媒に溶解させること
によって繊維化する速さを制御する方法、あるいは添加剤を投入して表面性を変化させる
方法が挙げられる。
【００４２】
　このような架橋部２１ａは、繊維状構造２１における繊維２１０同士の全ての接点の１
０％～１００％程度の接点に形成されていることが望ましい。繊維同士の架橋点が多いほ
ど、３次元細孔の体積が厚み方向において減少し、電気泳動粒子の移動距離を確保しやす
く電気泳動素子の特性が向上することとなる。
【００４３】
　細孔２３の平均孔径は、特に限定されないが、中でも、できるだけ大きいことが好まし
い。電気泳動粒子２１が細孔２３を経由して移動しやすくなるからである。このため、細
孔２３の平均孔径は、０．０１μｍ～１０μｍであることが好ましい。
【００４４】
　多孔質層２０の厚さは、特に限定されないが、例えば、５μｍ～１００μｍである。多
孔質層２０の遮蔽性が高くなると共に、電気泳動粒子１０が細孔２３を経由して移動しや
すくなるからである。
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【００４５】
　非泳動粒子２２は、繊維状構造体２１により保持（固定）されており、電気泳動しない
粒子である。繊維状構造体２１はこの非泳動粒子２２を複数含むことにより、光がより乱
反射しやすくなり、電気泳動素子のコントラストがより高くなる。
【００４６】
　繊維状構造体２１中の非泳動粒子２２は、所定の範囲内で分散されていることが好まし
い。なお、非泳動粒子２２は、繊維状構造体２１により保持されていれば繊維状構造体２
１から部分的に露出していてもよいし、繊維状構造体２１の内部に埋設されていてもよい
。
【００４７】
　この非泳動粒子２２は、電気泳動粒子１０とは異なる光学的反射特性を有している。非
泳動粒子２２の光学的反射特性は特に限定されないが、少なくとも多孔質層２０全体は電
気泳動粒子１０を遮蔽可能であることが好ましい。上記したように、電気泳動粒子１０の
光学的反射特性と多孔質層２０との光学的反射特性との違いにより、コントラストを生じ
させるためである。なお、ここでは非泳動粒子２２の光反射率は電気泳動粒子１０の光反
射率よりも高い。
【００４８】
　ここで、非泳動粒子２２の形成材料は、コントラストを生じさせるために非泳動粒子２
２が担う役割に応じて選択される。具体的には、非泳動粒子２２が明表示する場合の材料
は、電気泳動粒子１０が明表示する場合に選択される材料と同様である。一方、非泳動粒
子２２が暗表示する場合の材料は、電気泳動粒子１０が暗表示する場合に選択される材料
と同様である。中でも、非泳動粒子２２が明表示する場合に選択される材料としては、金
属酸化物が好ましい。優れた化学的安定性、定着性および光反射性が得られるからである
。コントラストを生じさせることができれば、非泳動粒子２２の形成材料は、電気泳動粒
子１０の形成材料と同じ種類でもよいし、違う種類でもよい。なお、非泳動粒子２２が明
表示または暗表示する場合に視認される色は、電気泳動粒子１０が視認される色について
説明した場合と同様である。
【００４９】
１－２．多孔質層の形成方法
　多孔質層２０の形成手順の一例は、以下の通りである。図４は、多孔質層２０の形成手
順の流れを表したものである。まず、繊維状構造体２１に分散させる非泳動粒子２２を、
高分子材料によりコーティングする（ステップＳ１０１）。具体的には、非泳道粒子２２
（例えば酸化チタン）と、コーティング用の高分子材料（例えばポリアクリル酸）とを混
錬し、非泳動粒子２２を高分子材料によりコーティングする。
【００５０】
　次に、高分子材料によりコーティングされた非泳動粒子２２（説明上、ここでは「非泳
動粒子２２’」とする）の添加量の最適範囲を決定する（ステップＳ１０２）。具体的に
は、繊維状構造体２１の材料（主たる材料）である高分子材料（例えばポリアクリロニト
リル）を、有機溶剤（例えばＮ，Ｎ’－ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）等）に溶解させ
た高分子溶液を調製する（ステップＳ１０２－１）。この高分子溶液を複数に分け、それ
ぞれの高分子溶液に非泳動粒子２２’を分散させる。この際、非泳動粒子２２’の分散溶
液を複数調整し、それぞれの分散溶液の濃度が５重量％刻みで異なるようにして各分散溶
液を十分に攪拌する。次いで、静電紡糸法を用い、各分散溶液において紡糸を行い、繊維
状構造体２１をそれぞれ形成する（ステップＳ１０２－２）。この後、各濃度における繊
維状構造体２１の光反射率を測定し、非泳動粒子２２の添加量の最適範囲を決定する（ス
テップＳ１０２－３）。この後、上記ステップ１０２－１と同様にして、高分子溶液を調
製し（ステップＳ１０３）、続いて上記ステップＳ１０２で決定された最適範囲内の非泳
動粒子２２’を添加し、分散溶液を調製する（ステップＳ１０４）。次いで、非泳動粒子
２２’が分散された高分子溶液を用いて静電紡糸法により紡糸を行い、繊維状構造体２１
を形成する（ステップＳ１０５）。これにより、電気泳動粒子１０の移動路（細孔２３）
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を確保しつつ光散乱効率が向上した多孔質層２０が得られる。
【００５１】
　ここで、本実施の形態では、上述したように、繊維状構造体２１が、所定の架橋部２１
ａを含むが、この架橋部２１ａの形成手法としては、繊維状構造体２１の構成材料として
複数種類の高分子材料を使用する手法が挙げられる。表面張力の異なる複数種類の高分子
材料を使用することにより、紡糸の際の繊維化速度に差（ばらつき）が生じ、一部の繊維
が部分的に付着（癒着）し、繊維２１０同士を連結させる架橋部２１ａが形成される。具
体的には、ここでは、繊維状構造体２１において、主たる高分子材料（ポリマー１とする
）（例えばポリアクリロニトリル）とは表面張力の異なる高分子材料（ポリマー２とする
）（例えばポリアクリル酸）を添加する。ポリアクリロニトリルの表面張力は４５～５５
ｍＮ／ｍであり、ポリアクリル酸の表面張力は５５～７４ｍＮ／ｍである。電界紡糸法に
おいては、高分子溶液に高電圧をかけ、その電界と表面張力が釣り合ったところで糸が紡
ぎ出されることから、表面張力の小さい高分子材料（例えばポリマー１）の方がより速く
繊維化され易く、逆に表面張力の大きな高分子材料（例えばポリマー２）の繊維化はポリ
マー１よりも遅くなる。従って、例えば、ポリマー１に、ポリマー１よりも表面張力が大
きなポリマー２を添加することにより、架橋部２１ａを形成することができる。
【００５２】
　このように、表面張力の異なる複数種類の高分子材料を含む溶液を用いて紡糸を行うこ
とにより、架橋部２１ａを有する繊維状構造体２１を形成することができる。但し、ポリ
マー１，２が同一溶媒に溶解可能であることが必要である。また、これらのポリマー１，
２同士の表面張力が互いに異なり、繊維化する速度に少しでも差が生じれば、架橋部２１
ａを形成可能である。ポリマー１，２の割合については、ポリマー１に対する非泳動粒子
の添加量が一定である場合、非泳動粒子２２とポリマー２との比率が、以下のような上限
および下限により規定される範囲内に設定されることが望ましい。下限は、後述の実験例
１の結果、上限は実験例４の結果にそれぞれ基づく。
　下限：非泳動粒子２２：ポリマー２＝９５：５
　上限：非泳動粒子２２：ポリマー２＝６５：３５
【００５３】
　尚、架橋部２１ａの形成手法としては、上記以外の手法が用いられてもよく、例えば高
分子材料を複数種あるいは沸点の高い溶媒に溶解させることによって繊維化する速さを制
御する方法、あるいは添加剤を投入して表面性を変化させる方法が挙げられる。
【００５４】
［電気泳動素子の好ましい表示方法］
　電気泳動素子では、上記したように、電気泳動粒子１０および多孔質層２０（非泳動粒
子２２を含む繊維状構造体２１）がそれぞれ明表示または暗表示するため、コントラスト
が生じる。この場合には、電気泳動粒子１０が明表示すると共に多孔質層２０が暗表示し
てもよいし、その逆でもよい。このような役割の違いは、電気泳動粒子１０の光学的反射
特性と多孔質層２０の光学的反射特性との関係により決定される。すなわち、明表示する
方の反射率は、暗表示する方の反射率よりも高くなる。
【００５５】
　中でも、電気泳動粒子１０が暗表示すると共に、多孔質層２０が明表示することが好ま
しい。これに伴い、多孔質層２０の光学的特性が実質的に非泳動粒子２２の光学的反射特
性により決定される場合には、非泳動粒子２２の反射率は電気泳動粒子１０の反射率より
も高いことが好ましい。この場合における明表示の反射率は、多孔質層２０（３次元立体
構造物）による光の乱反射を利用して著しく高くなるため、それに応じてコントラストも
著しく高くなるからである。
【００５６】
［電気泳動素子の動作］
　電気泳動素子では、電気泳動粒子１０の光学的反射特性と多孔質層２０（非泳動粒子２
２）の光学的反射特性とが異なっている。この場合において、電気泳動素子に電界が印加
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されると、その電界が印加された範囲内において電気泳動粒子１０が多孔質層２０（細孔
２３）を経由して移動する。これにより、電気泳動粒子１０が移動した側から電気泳動素
子を見ると、電気泳動粒子１０が移動した範囲では、その電気泳動粒子１０により暗表示
（または明表示）されると共に、電気泳動粒子１０が移動していない範囲では、多孔質層
２０により明表示（または暗表示）される。これにより、コントラストが生じる。
【００５７】
　前述のように電位泳動型ディスプレイの表示品位、特にコントラストおよび応答速度を
向上する方法が探索されている。その一つとして、例えば本実施の形態のように明表示（
または暗表示）を示す多孔質層を構成する繊維状構造体に、暗表示（または明表示）を行
う電気泳動粒子とは異なる光学的反射特性を有する非泳動粒子を添加することで、コント
ラストを向上する方法がある。これにより、従来の電気泳動素子よりもコントラストが高
くなると共に、電気泳動粒子の応答速度が速くなる。
【００５８】
［作用および効果］
　本実施の形態では、多孔質層２０において、繊維状構造体２１が架橋部２１ａを含むこ
とにより、架橋部２１ａを持たない繊維状構造体を用いた電気泳動素子に比べ、光散乱効
率が高まり、多孔質層２０における反射率が向上する。ここで、繊維状構造体２１が架橋
部２１ａを含むことにより、３次元的な細孔２３の体積が減少し、物理的に電気泳動粒子
１０が泳動しにくくなることが懸念される。ところが、この体積減少は、電気泳動粒子１
０の移動方向に沿った幅（繊維状構造体２１の厚み）の減少によるものであり、電気泳動
粒子１０の移動距離の短縮化につながる。また、繊維２１０同士の交差部分（重なった部
分）が連結されていることから、物理的に電気泳動粒子１０が捕捉されてしまう空間が減
少する。このような理由から、応答速度が向上する。
【００５９】
　よって、本実施の形態では、多孔質層２０を構成する繊維状構造体２１が、繊維２１０
同士の接点に所定の架橋部２１ａを含むようにしたので、電気泳動粒子１０の移動路を確
保しつつ多孔質層２０における光散乱効率を高めることができる。よって、高コントラス
トおよび高速応答を実現可能となる。
【００６０】
　また、応答速度が向上することから、例えばこのような電気泳動素子を画素に利用した
表示装置等の電子機器では、消費電力を低減することが可能となる。
【００６１】
＜２．電気泳動素子の適用例＞
　次に、上記した電気泳動素子の適用例について説明する。電気泳動素子は、さまざまな
電子機器に適用可能であり、その電子機器の種類は特に限定されないが、例えば、表示装
置に適用される。
【００６２】
［表示装置の全体構成］
　図５は、表示装置の断面構成を表しており、図６は、図５に示した表示装置の動作を説
明するためのものである。なお、以下で説明する表示装置の構成は、あくまで一例である
ため、その構成は、適宜変更可能である。
【００６３】
　表示装置は、電気泳動現象を利用して画像（例えば文字情報など）を表示する電気泳動
型ディスプレイ（いわゆる電子ペーパーディスプレイ）である。この表示装置は、例えば
、図５に示したように、駆動基板３０と対向基板４０とが電気泳動素子５０を介して対向
配置されたものであり、例えば、対向基板４０側において画像を表示するようになってい
る。なお、駆動基板３０および対向基板４０は、スペーサ６０により所定の間隔となるよ
うに離間されている。
【００６４】
［駆動基板］
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　駆動基板３０は、例えば、支持基体３１の一面に、複数の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）
３２と、保護層３３と、平坦化絶縁層３４と、複数の画素電極３５とがこの順に形成され
たものである。ＴＦＴ３２および画素電極３５は、画素配置に応じてマトリクス状または
セグメント状に配置されている。
【００６５】
　支持基体３１は、例えば、無機材料、金属材料またはプラスチック材料などにより形成
されている。無機材料は、例えば、ケイ素（Ｓｉ）、酸化ケイ素（ＳｉＯx ）、窒化ケイ
素（ＳｉＮx ）または酸化アルミニウム（ＡｌＯx ）などである。この酸化ケイ素には、
ガラスまたはスピンオングラス（ＳＯＧ）などが含まれる。金属材料は、例えば、アルミ
ニウム（Ａｌ）、ニッケル（Ｎｉ）またはステンレスなどである。プラスチック材料は、
例えば、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチ
レンナフタレート（ＰＥＮ）またはポリエチルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）などである。
【００６６】
　この支持基体３１は、光透過性でもよいし、非光透過性でもよい。対向基板４０側にお
いて画像が表示されるため、支持基体３１は必ずしも光透過性である必要がないからであ
る。また、支持基体３１は、ウェハなどの剛性を有する基板でもよいし、可撓性を有する
薄層ガラスまたはフィルムでもよいが、中でも、後者であることが好ましい。フレキシブ
ル（折り曲げ可能）な表示装置を実現できるからである。
【００６７】
　ＴＦＴ３２は、画素を選択するためのスイッチング用素子である。なお、ＴＦＴ３２は
、チャネル層として無機半導体層を用いた無機ＴＦＴでもよいし、有機半導体層を用いた
有機ＴＦＴでもよい。保護層３３および平坦化絶縁層３４は、例えば、ポリイミドなどの
絶縁性樹脂材料により形成されている。ただし、保護層３３の表面が十分に平坦であれば
、平坦化絶縁層３４はなくてもよい。画素電極３５は、例えば、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）
または銅（Ｃｕ）などの金属材料により形成されている。この画素電極３５は、保護層３
３および平坦化絶縁層３４に設けられたコンタクトホール（図示せず）を通じてＴＦＴ３
２に接続されている。
【００６８】
［対向基板］
　対向基板４０は、例えば、支持基体４１の一面に対向電極４２が全面形成されたもので
ある。ただし、対向電極４２は、画素電極３２と同様に、マトリクス状またはセグメント
状に配置されていてもよい。
【００６９】
　支持基体４１は、光透過性であることを除き、支持基体３１と同様の材料により形成さ
れている。対向基板４０側において画像が表示されるため、支持基体４１は光透過性であ
る必要があるからである。対向電極４２は、例えば、酸化インジウム－酸化スズ（ＩＴＯ
）、酸化アンチモン－酸化スズ（ＡＴＯ）、フッ素ドープ酸化スズ（ＦＴＯ）またはアル
ミニウムドープ酸化亜鉛（ＡＺＯ）などの光透光性導電性材料（透明電極材料）により形
成されている。
【００７０】
　対向基板４０側において画像を表示する場合には、対向電極４２を介して電気泳動素子
５０を見ることになるため、その対向電極４２の光透過性（透過率）は、できるだけ高い
ことが好ましく、例えば、８０％以上である。また、対向電極４２の電気抵抗は、できる
だけ低いことが好ましく、例えば、１００Ω／□以下である。
【００７１】
［電気泳動素子］
　電気泳動素子５０は、上記した電気泳動素子と同様の構成を有している。具体的には、
電気泳動素子５０は、絶縁性液体５１中に、複数の電気泳動粒子５２と、複数の細孔５４
を有する多孔質層５３とを含んでいる。絶縁性液体５１は、駆動基板３０と対向基板４０
との間の空間に充填されており、多孔質層５３は、例えば、スペーサ６０により支持され
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ている。絶縁性液体５１が充填されている空間は、多孔質層５３を境界として、画素電極
３５に近い側の待避領域Ｒ１と、対向電極４２に近い側の移動領域Ｒ２とに区分けされて
いる。絶縁性液体５１、電気泳動粒子５２および多孔質層５３の構成は、それぞれ絶縁性
液体１、電気泳動粒子１０および多孔質層２０の構成と同様である。なお、図５および図
６では、図示内容を簡略化するために、細孔５４の一部だけを示している。
【００７２】
［スペーサ］
　スペーサ６０は、例えば、高分子材料などの絶縁性材料により形成されている。
【００７３】
　スペーサ６０の形状は、特に限定されないが、中でも、電気泳動粒子５２の移動を妨げ
ず、その電気泳動粒子５２を均一分布させるような形状であることが好ましく、例えば、
格子状である。また、スペーサ６０の厚さは、特に限定されないが、中でも、消費電力を
低くするためにできるだけ薄いことが好ましく、例えば、１０μｍ～１００μｍである。
【００７４】
［表示装置の動作］
　この表示装置では、図５に示したように、初期状態において、複数の電気泳動粒子５２
が待避領域Ｒ１に位置している。この場合には、全ての画素において電気泳動粒子５２が
多孔質層５３により遮蔽されているため、対向基板４０側から電気泳動素子５０を見ると
、コントラストが生じていない（画像が表示されていない）状態にある。
【００７５】
　ＴＦＴ３２により画素が選択され、画素電極３５と対向電極４２との間に電界が印加さ
れると、図６に示したように、電気泳動素子５２が待避領域Ｒ１から多孔質層５３（細孔
５４）を経由して移動領域Ｒ２に移動する。この場合には、電気泳動粒子５２が多孔質層
５３により遮蔽されている画素と、電気泳動粒子５２が多孔質層５３により遮蔽されてい
ない画素とが併存するため、対向基板４０側から電気泳動素子５０を見ると、コントラス
トが生じている状態になる。これにより、画像が表示される。
【００７６】
［表示装置の作用および効果］
　この表示装置によれば、電気泳動素子５０が上記した電気泳動素子と同様の構成を有し
ているため、高コントラスト、高速応答および低消費電力が実現される。よって、低消費
電力で高品位な画像を表示できる。
＜３．実験例＞
【００７７】
　次に、本技術の実験例について詳細に説明する。
【００７８】
（実験例１，２）
　以下の手順により、黒色（暗表示用）の電気泳動粒子および白色（明表示用）の多孔質
層（粒子含有繊維状構造体）を用いて、表示装置を作製した。
【００７９】
［電気泳動粒子の調製］
　まず、水酸化ナトリウム４３ｇとケイ酸ナトリウム０．３７ｇとを水４３ｇに溶解させ
て溶液Ａを得た。続いて、溶液Ａを攪拌しながら複合酸化物微粒子（大日精化工業株式会
社製ダイピロキサイドカラーTM9550）５ｇを加えて攪拌（１５分間）したのち、超音波攪
拌（３０℃～３５℃，１５分間）した。次に、溶液Ａを加熱（９０℃）したのち、０．２
２ｍｏｌ／ｃｍ3の硫酸１５ｃｍ3（＝ｍｌ）と、ケイ酸ナトリウム６．５ｍｇおよび水酸
化ナトリウム１．３ｍｇが溶解された水溶液７．５ｃｍ3とを２時間かけて滴下した。続
いて、溶液Ａを冷却（室温）したのち、１ｍｏｌ／ｃｍ3の硫酸１．８ｃｍ3を加えたのち
、遠心分離（３７００ｒｐｍ，３０分間）およびデカンテーションを行った。次に、エタ
ノールに再分散してから共に遠心分離（３５００ｒｐｍ，３０分間）すると共にデカンテ
ーションを行う作業を２回繰り返したのち、各ボトルにエタノール５ｃｍ3と水０．５ｃ
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ｍ3との混合液を加えて超音波攪拌（１時間）して、シラン被覆複合酸化物粒子の分散溶
液を得た。
【００８０】
　次いで、水３ｃｍ3と、エタノール３０ｃｍ3と、Ｎ－［３－（トリメトキシシリル）プ
ロピル］－Ｎ’－（４－ビニルベンジル）エチレンジアミン塩酸塩（４０％メタノール溶
液）４ｇとを混合して攪拌（７分間）したのち、分散溶液を全量投入した。続いて、混合
溶液を攪拌（１０分間）したのち、遠心分離（３５００ｒｐｍ，３０分間）した。次いで
、デカンテーションを行ったのち、エタノールに再分散してから遠心分離（３５００ｒｐ
ｍで３０分間）する洗浄作業を２回繰り返した。デカンテーションを行ったのち、減圧環
境（室温）中で乾燥（６時間）し、減圧環境（７０℃）中で乾燥（２時間）して固形物を
得た。続いて、固形物にトルエン５０ｍ3を加えて溶液Ｂとしたのち、ロールミルで攪拌
（１２時間）した。次いで、溶液Ｂを３つ口フラスコに移し、アクリル酸０．５ｇと2,5-
ジメチル-1,5-ヘキサジエン２．０ｇを投入したのち、窒素気流下で攪拌（２０分間）し
た。次に、溶液Ｂをさらに攪拌（５０℃で２０分間）したのちＡＩＢＮ０．０１ｇがトル
エン３ｃｍ3に溶解された溶液Ｃを加え加熱（６５℃）した。続いて、混合溶液を攪拌（
１時間）後、冷却（室温）してから酢酸エチルと一緒にボトルに流し込み、遠心分離（３
５００ｒｐｍで３０分間）した。次いで、デカンテーションを行ったのち、酢酸エチルに
再分散させてから遠心分離（３５００ｒｐｍで３０分間）する洗浄作業を３回繰り返し減
圧環境（室温）中で乾燥（１２時間）したのち、さらに減圧環境（７０℃）中で乾燥（２
時間）した。これにより、重合体被覆顔料からなる黒色の電気泳動粒子が得られた。
【００８１】
［絶縁性液体の調製］
　次に、絶縁性液体として、メトキシスルホニルオキシメタン（Lubrizol社製Solsperse1
7000）を０．７５％、ソルビタントリオレート（Span85）を５．０％、第１成分であるイ
ソパラフィン（エクソンモービル社製IsoparG ）を９４％含む有機溶媒を準備した。この
場合には、必要に応じて、絶縁性液体９．７ｇに電気泳動粒子０．２ｇを加えて、ガラス
ビーズ（０．８ｍｍφ）を加えたビーズミルで攪拌（１時間）した。続いて、混合液をガ
ラスファイバーフィルターにかけビーズを取り除いて、電気泳動粒子が分散された絶縁性
液体を得た。
【００８２】
［多孔質層の調製］
（実験例１－１）
　次に、繊維状構造体の形成材料としてポリアクリロニトリル（Aldrich 社製：分子量＝
１５００００）１６ｇを、ＤＭＦ８４ｇに溶解させて溶液Ｄを準備した。一方、非泳動粒
子として、例えば酸化チタンを用意し、この非泳動粒子をアクリル樹脂（ポリアクリル酸
）によりコーティングした。このときの重量割合は、酸化チタン：アクリル樹脂＝９５：
５とした。続いて、コーティング処理後の酸化チタンを溶液Ｄに加えたのち、ビーズミル
で混合して紡糸溶液を準備した。なお、このときのコーティング処理後の酸化チタンの濃
度は３０ｗｔ％とした。続いて、紡糸溶液をシリンジに入れ、所定のパターン形状の画素
電極（ＩＴＯ）が形成されたガラス基板の上で、電界紡糸装置（株式会社メック製NANON
）を用いて８往復分の紡糸を行った。紡糸条件は、電界強度＝２８ｋＶ、吐出速度＝０．
５ｃｍ3／分、紡糸距離＝１５ｃｍ、スキャンレート＝２０ｍｍ／秒とした。続いて、真
空オーブン（７５℃）中でガラス基板を１２時間乾燥して、非泳動粒子を含む繊維状構造
体を形成した。走査型電子顕微鏡で観察したところ、繊維状構造体内部に図１に示すよう
な架橋構造が見られた。繊維径は０．１～２μｍであった。
【００８３】
（実験例１－２）
　また、酸化チタンとアクリル樹脂との重量比率を９０：１０とし、溶液Ｄとして、ポリ
アクリロニトリル（Aldrich 社製：分子量＝１５００００）１５ｇをＤＭＦ８５ｇに溶解
させたものを用いたこと以外は、上記実験例１－１と同様にして繊維状構造体を形成した
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。この実験例１－２においても、走査型電子顕微鏡で観察したところ、繊維状構造体内部
に図１に示すような架橋構造が見られた。繊維径は０．１～２μｍであった。
【００８４】
（実験例１－３）
　また、酸化チタンとアクリル樹脂との重量比率を７０：３０とし、溶液Ｄとして、ポリ
アクリロニトリル（Aldrich 社製：分子量＝１５００００）１１ｇをＤＭＦ８９ｇに溶解
させたものを用いたこと以外は、上記実験例１－１と同様にして繊維状構造体を形成した
。この実験例１－３においても、走査型電子顕微鏡で観察したところ、繊維状構造体内部
に図１に示すような架橋構造が見られた。繊維径は０．１～２μｍであった。
【００８５】
（実験例１－４）
　また、酸化チタンとアクリル樹脂との重量比率を６５：３５とし、溶液Ｄとして、ポリ
アクリロニトリル（Aldrich 社製：分子量＝１５００００）１０ｇをＤＭＦ９０ｇに溶解
させたものを用いたこと以外は、上記実験例１－１と同様にして繊維状構造体を形成した
。この実験例１－４においても、走査型電子顕微鏡で観察したところ、繊維状構造体内部
に図１に示すような架橋構造が見られた。繊維径は０．１～２μｍであった。
【００８６】
（実験例１－５）
　また、酸化チタンとアクリル樹脂との重量比率を６５：３５とし、溶液Ｄとして、ポリ
アクリロニトリル（Aldrich 社製：分子量＝１５００００）７ｇをＤＭＦ９３ｇに溶解さ
せたものを用いたこと以外は、上記実験例１－１と同様にして繊維状構造体を形成した。
この実験例１－５においても、走査型電子顕微鏡で観察したところ、繊維状構造体内部に
図１に示すような架橋構造が見られた。しかしながら、繊維径は０．１～３μｍと比較的
大きく、ところどころに３～５μｍのビーズ状のかたまりが存在した。
【００８７】
（比較例）
　上記実験例１－１～１－５の比較例として、非泳動粒子である酸化チタンをコーティン
グせずに使用し、溶液Ｄとして、アクリロニトリル（Aldrich 社製：分子量＝１５０００
０）１７ｇをＤＭＦ８３ｇに溶解させたものを用いて、繊維状構造体を形成した。但し、
溶液Ｄおよび酸化チタンをコーティングしていないこと以外は、上記実験例１－１と同様
にした。この比較例においても、走査型電子顕微鏡で観察したところ、繊維径は０．１～
２μｍであったが、繊維状構造体内部に図１に示すような架橋構造は見られなかった。
【００８８】
［表示装置の組み立て］
　画素電極が形成されたガラス基板から、その画素電極が形成されていない領域に付着し
た不要な繊維状構造体を除去したのち、対向電極（ＩＴＯ）が全面形成されたガラス基板
の上にスペーサとしてＰＥＴフィルム（３０μｍ厚）を置いた。その上に、画素電極およ
び繊維状構造体が形成されたガラス基板を重ねた。なお、多孔質層と重ならない位置には
ビーズ（外径＝３０μｍ）を含む光硬化性樹脂（積水化学工業株式会社製感光性樹脂フォ
トレックA-400）を描画した。最後に、２枚のガラス基板の間の隙間に、電気泳動粒子が
分散された絶縁性液体を注入したのち、ローラで全体を押圧して多孔質層を画素電極およ
び対向電極に隣接させた後、再度全体を押圧して多孔質層を圧縮した。
【００８９】
　これらの実験例１－１～１－５および比較例の表示装置の性能として、繊維状構造体に
絶縁性液体のみを注入したときの反射率Ｘ（％）、黒反射率（％）、白反射率（％）、コ
ントラストおよび応答速度（ｍｓ）を調べたところ、表１に示した結果が得られた。
【００９０】
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【表１】

【００９１】
　黒反射率および白反射率は、交流電圧（０．１Ｈｚおよび１５Ｖ）を１時間印加したの
ち、分光光度計（エックスライト株式会社製eye-one pro）により、４５°リング照明に
おいて標準拡散板に対する基板法線方向の反射率を測定した。コントラスト（ＣＲ）比は
、白反射率を黒反射率で割った値である。輝度は、ファンクションジェネレータ（東洋テ
クニカ株式会社製）を用いて矩形波電界（１５Ｖ）を印加して測定した。応答速度は、白
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色状態の輝度を１、黒色状態の輝度を０として、電界を印加した際に輝度が０．１から０
．９まで変化するために要する時間と電界印加を中止して輝度が０．９から０．１まで変
化するために要する時間であり、その平均値である。
【００９２】
　表１から、実験例１－１～１－５および比較例を比較すると、実験例１－１～１－４の
反射率及びコントラストが、比較例に比べて高いことがわかる。これは、電気泳動粒子の
通過性が向上したことを表しており、非泳動粒子の反射効率を損なうことなく、反射型表
示体の特性向上が可能なことを示唆している。さらに、実験例１－１～１－５では、コン
トラストが向上したにもかかわらず、応答速度も速くなっている。これは電気泳動粒子の
通過性向上を裏づけする結果である。また、実験例１－５では、繊維状構造体に絶縁性液
体のみを注入したときの反射率Ｘ（％）が下落している。これは、繊維径が上述した好適
範囲から外れていることから、繊維上に非泳動粒子が効率よく分散されず、散乱効率が落
ちてしまうことに起因する。但し、コントラストが落ちるため、見かけ上の応答速度が速
くなる。従って、繊維状構造体における繊維径は、上述したように２０００ｎｍ（２μｍ
）以下であることが望ましい。
【００９３】
　以上、実施の形態を挙げて本技術を説明したが、本技術は実施の形態で説明した態様に
限定されず、種々の変形が可能である。例えば、本技術の電気泳動素子は、表示装置に限
らず、他の電子機器に適用されてもよい。
【００９４】
　なお、本技術は以下のような構成であってもよい。
（１）
　絶縁性液体中に、複数の電気泳動粒子と、複数の非泳動粒子が含まれた繊維状構造体に
より形成された多孔質層とを有し、
　前記繊維状構造体は、互いに同一のまたは異なる方向にそれぞれ延在する繊維同士が重
畳してなり、前記繊維同士の各接点の少なくとも一部にそれらの繊維同士が連結されてな
る架橋部を含む
　電気泳動素子。
（２）
　前記架橋部は、前記繊維状構造体において、積層方向に直交する面内において前記繊維
同士の分岐点となっている
　上記（１）に記載の電気泳動素子。
（３）
　前記繊維状構造体の積層方向に直交する面内における平均孔径は、０．１μｍ以上１０
μｍ以下である
　上記（１）または（２）に記載の電気泳動素子。
（４）
　前記繊維状構造体の繊維径は５０ｎｍ以上２０００ｎｍ以下である
　上記（１）～（３）のいずれかに記載の電気泳動素子。
（５）
　前記繊維状構造体は、高分子材料または無機材料により形成されている
　上記（１）～（４）のいずれかに記載の電気泳動素子。
（６）
　前記繊維状構造体の平均繊維径は０．１μｍ以上１０μｍ以下である
　上記（１）～（５）のいずれかに記載の電気泳動素子。
（７）
　前記繊維状構造体は静電紡糸法により形成されている
　上記（１）～（６）のいずれかに記載の電気泳動素子。
（８）
　前記非泳動粒子は前記電気泳動粒子とは異なる光学的反射特性を有する
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　上記（１）～（７）のいずれかに記載の電気泳動素子。
（９）
　前記非泳動粒子は、有機顔料、無機顔料、染料、炭素材料、金属材料、金属酸化物、ガ
ラスまたは高分子材料により形成されている
　上記（１）～（８）のいずれかに記載の電気泳動素子。
（１０）
　前記非泳動粒子は酸化チタンを含む
　上記（１）～（９）のいずれかに記載の電気泳動素子。
（１１）
　前記非泳動粒子の反射率は前記電気泳動素子の反射率よりも高い
　上記（１）～（１０）のいずれかに記載の電気泳動素子。
（１２）
　互いに同一のまたは異なる方向にそれぞれ延在する繊維同士が重畳してなる繊維状構造
体を形成する工程と、
　前記繊維状構造体に非泳動粒子を添加し、分散させることにより多孔質層を形成する工
程とを含み、
　前記繊維状構造体の前記繊維同士の各接点の少なくとも一部にそれらの繊維同士が連結
されてなる架橋部を形成する
　電気泳動素子の製造方法。
（１３）
　前記繊維状構造体を静電紡糸法により形成する
　上記（１２）に記載の電気泳動素子の製造方法。
（１４）
　前記繊維状構造体における前記架橋部を、表面張力の異なる複数種類の高分子材料を使
用して形成する
　上記（１３）に記載の電気泳動素子の製造方法。
（１５）
　前記非泳動粒子を前記繊維状構造体に添加する前に、前記繊維状構造体を構成する主た
る高分子材料よりも表面張力の大きな高分子材料により、前記非泳動粒子をコーティング
する工程を更に含む
　上記（１４）に記載の電気泳動素子の製造方法。
（１６）
　少なくとも一方が光透過性であると共にそれぞれに電極が設けられた一対の基体の間に
、電気泳動素子を備え、
　前記電気泳動素子は、
　絶縁性液体中に、複数の電気泳動粒子と、複数の非泳動粒子が含まれた繊維状構造体に
より形成された多孔質層とを有し、
　前記繊維状構造体は、互いに同一のまたは異なる方向にそれぞれ延在する繊維同士が重
畳してなり、前記繊維同士の各接点の少なくとも一部にそれらの繊維同士が連結されてな
る架橋部を含む
　表示装置。
【符号の説明】
【００９５】
　１，５１…絶縁性液体、１０，５２…電気泳動粒子、２０，５３…多孔質層、２１…繊
維状構造体、２２…非泳動粒子、２３，５４…細孔、３０…駆動基板、３１，４１…支持
基体、３２…ＴＦＴ、３３…保護層、３４…平坦化絶縁層、３５…画素電極、４０…対向
基板、４２…対向電極、５０…電気泳動素子、６０…スペーサ。
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